
◎被災者生活再建支援法の一部を改正する法律 
（令和二年一二月四日法律第六九号）   

一、 提案理由（令和二年一一月一七日・衆議院災害対策特別委員会） 

○小此木国務大臣 ただいま議題となりました被災者生活再建支援法の一部を改正する

法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 本法律案は、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、被災者生活再建支援金の支

給対象となる被災世帯の範囲を拡大することで、被災者の居住の安定の確保による生活

の再建を支援することを目的とするものであります。 

 以上が、この法律案を提出する理由であります。 

 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれ

かの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居

住することが困難であると認められる世帯を被災世帯に追加することとしております。 

 第二に、今回追加される世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の額は、住宅を

建設し、又は購入する世帯については百万円、住宅を補修する世帯については五十万円、

住宅を賃借する世帯については二十五万円と定めることとしております。 

 第三に、この法律は、公布の日から施行するものとしております。 

 また、この法律による改正後の被災者生活再建支援法の規定は、令和二年七月三日以

後に発生した自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金

の支給について適用することとしております。 

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

二、 衆議院災害対策特別委員長報告（令和二年一一月二〇日） 

○金子恭之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会に

おける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、被災者生活再建支援金の支給対

象となる被災世帯の範囲を拡大することで、被災者の居住の安定の確保による生活の再

建を支援することを目的とするもので、その主な内容は、 

 支援金の支給対象として、半壊世帯のうち大規模半壊世帯には至らないが相当規模の

補修を要する世帯を追加し、住宅の再建手段に応じて最大で百万円を支給すること、 

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の法の規定は、令和二年七月豪雨以後に発

生した自然災害について適用すること 

等であります。 

 本案は、去る十一月十六日本委員会に付託され、翌十七日に小此木防災担当大臣から



趣旨の説明を聴取し、昨十九日に質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、本案は

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院災害対策特別委員長報告（令和二年一一月三〇日） 

○新妻秀規君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会に

おける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、被災者の居住の安定の確保による生活の再建を支援するため、被災者生

活再建支援金の支給対象となる被災世帯の範囲を拡大しようとするものであります。 

 委員会におきましては、中規模半壊世帯まで支給対象を拡充する意義、被災者生活再

建支援金の支給の在り方、本法律案の令和二年七月豪雨の被災世帯への遡及適用等につ

いて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


